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平成２１年１１月２６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２０年(ワ)第３１４８０号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年９月３日

判 決

埼玉県志木市＜以下略＞

原 告 Ａ

東京都港区＜以下略＞

原 告 Ｂ

神奈川県横浜市＜以下略＞

原 告 Ｃ

神奈川県横浜市＜以下略＞

原 告 Ｄ

原告ら訴訟代理人弁護士 久 保 利 英 明

同 上 山 浩

同 西 本 強

同 復 代 理 人 弁 護 士 小 長 谷 真 理

東京都品川区＜以下略＞

被 告 エスト・ウエストオークションズ

株式会社

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 鈴 木 一 郎

同 江 森 史 麻 子

主 文

１ 被告は，原告Ａに対し，２０万円及びこれに対する平成２０年１１月

１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂに対し，９万円及びこれに対する平成２０年１１月１

３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
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３ 被告は，原告Ｃに対し，１４万円及びこれに対する平成２０年１１月

１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 被告は，原告Ｄに対し，９万円及びこれに対する平成２０年１１月１

３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

５ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

６ 訴訟費用は，これを４分し，その１を被告の負担とし，その余を原告

らの負担とする。

， ， 。７ この判決は 第１項ないし第４項に限り 仮に執行することができる

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告は，原告Ａに対し，７０万円及びこれに対する平成２０年１１月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂに対し，３５万円及びこれに対する平成２０年１１月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被告は，原告Ｃに対し，６０万円及びこれに対する平成２０年１１月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 被告は，原告Ｄに対し，３５万円及びこれに対する平成２０年１１月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，絵画等の美術品の著作権者である原告らが，被告においてオークショ

ンの出品カタログ等に原告らが著作権を有する美術品の画像を掲載し，また，そ

の一部をインターネットで公開したことにより，原告らの複製権及び原告Ａの公

衆送信権を侵害したとして，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償の一部とし

て原告Ａが７０万円，原告Ｂが３５万円，原告Ｃが６０万円，原告Ｄが３５万円

及びこれらに対する不法行為の後の日である平２０年１１月１３日（訴状送達の

日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を
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求めた事案である。

１ 争いのない事実等

( ) 当事者1

原告Ａ（以下「原告Ａ」という ，同Ｂ（以下「原告Ｂ」という ，同。） 。）

Ｃ（以下「原告Ｃ」という ）及び原告Ｄ（以下「原告Ｄ」という ）は，。 。

現代美術の芸術家である。

被告は，美術作品のオークション等を業とする株式会社である。

( ) 本件著作物（以下，甲３及び４で紹介されている作品名に従う ）2 。

原告Ａは 「Ａ作品１ （甲４の２５ページ。以下「Ａ作品１」という ）， 」 。

及び「Ａ作品２ （甲３の１５ページ。以下「Ａ作品２」という ）につい」 。

て，原告Ｂは 「Ｂ作品 （甲３の１１ページ。以下「Ｂ作品」という ）に， 」 。

ついて，原告Ｃは 「Ｃ作品１ （甲４の２１ページ。以下「Ｃ作品１」と， 」

いう ）及び「Ｃ作品２ （甲３の１３ページ。以下「Ｃ作品２」という ）。 」 。

について，原告Ｄは 「Ｄ作品 （甲３の１４ページ。以下「Ｄ作品」とい， 」

う ）について，それぞれ著作権を有する（以下，原告らの著作物をまとめ。

て「本件著作物」という 。。）

( ) 被告は，平成２０年１１月２５日，中華人民共和国の香港において「Ａ3

ＳＩＡＮ Ｐｏｓｔ－Ｗａｒ ＆ Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ａｒｔ」の

， （ 「 」名称で 現代美術作品のオークションを開催した 以下 本件オークション

という 。この開催に先立ち，被告は，本件オークションに関連するもの。）

として，下記のものを発行した。

ア 本件フリーペーパー（甲１）

被告は，無料で配布する雑誌（いわゆるフリーペーパー）の「ａｒｔ＿

ｉｃｌｅ ２００８年１１月号（Ｖｏｌ．１３ （甲１。以下「本件フ）」

リーペーパー」という ）の綴じ込みカタログに，本件オークションに出。

品される作品として本件著作物６点を含む美術品の画像を，株式会社クラ
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ム・リサーチと共同して掲載した。

イ 本件パンフレット（甲２，乙２の３）

被告は 「ＥＳＴ－ＯＵＥＳＴ ＮＥＷＳ １０月発行号 （甲２，乙， 」

２の３。以下「本件パンフレット」という ）と題する機関紙に，本件オ。

ークションのプレカタログとして複数の美術品の画像を掲載した。その１

ページ目に掲載された３つの作品のうち中央のものがＡ作品１であった。

本件パンフレットは，平成２０年１０月下旬，被告のウェブサイトにお

いて一時的に公開された。

ウ 本件冊子カタログ（甲３，４）

被告は，本件オークションの出品作品の画像を掲載した２分冊から成る

冊子カタログ（甲３，４ （以下「本件冊子カタログ」という ）を作成） 。

し，３０００円で一般に販売した。

本件冊子カタログには，作品紹介部分に本件著作物６点を含む２３３出

品作品すべての各画像が掲載されたほか，作者紹介部分にＡ作品２，Ｂ作

品，Ｄ作品の各画像が再度掲載された。

２ 争点

( ) 引用（著作権法３２条１項）として適法か1

( ) 展示に伴う複製（著作権法４７条）として適法か（本件フリーペーパー2

及び本件パンフレットへの掲載に関して）

( ) 時事の事件の報道のための利用（著作権法４１条）として適法か（本件3

パンフレットへの掲載に関して）

( ) 権利濫用の抗弁4

( ) 損害5

３ 争点に関する当事者の主張

( ) 争点１（引用（著作権法３２条１項）として適法か）について1

〔被告の主張〕
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ア 本件フリーペーパーについて

本件フリーペーパーの綴じ込みカタログへの本件著作物の画像掲載は，

， ， ，引用する側と引用される側とを明瞭に区別することができ かつ 作家名

タイトル，制作年，画材，装丁，大きさ，サイン等の状態，落札予想価格

等，オークションのために必要な情報を文字により明らかにした上で，そ

れら作品情報の一環として絵柄が分かるように必要最小限度の形態で掲載

していることから，引用する側が主であり引用される側が従である関係が

認められる。

したがって，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログへの本件著作物の

画像掲載は，引用（著作権法３２条１項）として許されるものである。

イ 本件パンフレットについて

本件パンフレットへのＡ作品１の画像掲載についても，本件フリーペー

パーの綴じ込みカタログへの掲載と同様に，引用として許されるものであ

る。

ウ 本件冊子カタログについて

(ア) オークションカタログに関する確立した国際慣行

オークションに参加する美術愛好家は，オークション開催に先立ち，

いかなる作品が出品されるのかが分からなければ，足を運んで参加すべ

きか，また，いかなる値付けをすべきかを検討することができず，公正

な価格が形成されないことになる。このため，オークションの歴史の早

い時点から，オークションカタログが作成された。

， ， ， ，そして 現在 各種オークション会社では オークションに先立って

参加者向けに立派なカタログを作成することが通例であり，出品作品が

魅力的に見えるように，十分な大きさで作品を配置することが一般であ

る。特に，多くのオークションでは会場に出向かずに，電話やインター

ネットで参加することができるのであり，この場合，現物を見ないで購
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入することのリスクを減少させるために，作品の状態が十分に表現され

ている高品質のカタログの存在が不可欠である。

このように，高品質のオークションカタログが作成されることは，既

に確立した国際慣行であり，その際，著作権者の許諾を求めることはさ

れていない。

(イ) このように，美術品オークションにおいて，カタログに出品作品を

それなりの大きさで掲載することは，長い時間をかけて確立した「公正

な慣行に合致」するものである。また，オークションに参加するかどう

か，値付けをするかどうかを決定するためには，いわゆる目利きの人で

あってもそれなりの大きさの画像を見ることが必要であるから 「引用，

の目的上正当な範囲内」という要件を満たすものである。したがって，

本件冊子カタログへの本件著作物の画像の掲載は，引用（著作権法３２

条１項）として許されるものである。

〔原告らの主張〕

ア 本件フリーペーパーについて

(ア) 著作権法３２条１項において引用が認められているのは，新たな創

作活動の奨励のためであるから，引用に該当するためには，引用する側

の物が著作物でなければならない。

本件フリーペーパーは，第三者の創作に係る多数の作品画像を単純に

複製して掲載したものであり，各画像に隣接して作家名，タイトル，制

作年等の書誌的事項を掲載したものにすぎない。これらの書誌的事項に

は，創作的表現を認める余地はない。独自の創作的表現が認められない

以上，引用する側の物である本件フリーペーパーの当該部分は著作物性

を欠いており，引用の抗弁が成立する余地はない。

(イ) また，引用の成立要件としては，主従関係すなわち自己の著作物が

主であり，引用される他人の著作物は従たる存在であるという関係が必
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要とされており，本件フリーペーパーは，この要件も欠いている。

本件フリーペーパーにおいては，画像に隣接して作家名，タイトル，

制作年等の文字記載があるものの，当該文字記載は作品の書誌的事項で

あり，作品の付随的情報であるにすぎない。量的な面はもちろん，質的

にも画像が主であり，文字記載が従であることは明らかである。

(ウ) さらに，引用の成立要件として「報道，批評，研究その他の引用の

目的上正当な範囲内」であることが必要とされており，本件フリーペー

パーはこの要件も欠いている。

本件フリーペーパーは，そこに掲載された作品を観覧することができ

る場所とは無関係の場所である美術館，画廊，コンサートホール，劇場

等に備え付けられたもので，明らかに本件オークションの宣伝広告媒体

である。本件フリーペーパーへの本件著作物の画像の掲載は，本件オー

クションでの売買成立による手数料収入の増大を図るという営利私企業

の図利目的によるものであり 「報道，批評，研究その他の引用の目的，

上正当な範囲内」に該当する余地はない。

イ 本件パンフレットについて

本件パンフレットは，本件オークションの宣伝広告媒体であり，Ａ作品

１の画像の掲載は，宣伝広告効果を高める目的でなされているものであ

る。また，Ａ作品１の画像を掲載しなくても，本件オークションの開催

場所・開催日時を告知することは十分に可能である。

， ，「 ，したがって 本件パンフレットへのＡ作品１の画像の掲載は 報道

批評，研究その他の引用の目的」によるものでもなければ 「正当な範，

囲内で行われるもの」でもない。

ウ 本件冊子カタログについて

(ア) 本件冊子カタログの本件著作物の画像を掲載した部分は，各画像に

隣接して作家名，タイトル，制作年等の書誌的事項が掲載されているに
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すぎず，これらに創作的表現があると認める余地はない。独自の創作的

表現が認められない以上，前記ア(ア)と同様の理由で，適法な引用と認

める余地はない。

(イ) また，本件冊子カタログは，本件著作物の画像に隣接して作家名，

タイトル，制作年等の文字記載があるものの，量的及び質的に，画像が

主であり，文字記載が従であることは明らかであり，この点でも引用の

抗弁は成立しない。

， ， ，(ウ) さらに 本件冊子カタログは 作品を観覧するか否かにかかわらず

また，本件オークション又はそれに先立って行われる下見会に参加する

か否かにかかわらず，誰でもインターネット上で簡単に購入することが

できる。しかも，被告は，本件冊子カタログを有償で配布しており，そ

の価格は３０００円とかなり高額である。

この事実に照らせば，本件冊子カタログは，本件オークションに顧客

を誘引するための宣伝広告媒体であることは明らかであり，そこへの本

件著作物の画像掲載は，オークションでの売買成立による手数料収入の

，「 ，増大を図るという営利私企業の図利目的によるものであるから 報道

批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内」に該当しない。

( ) 争点２（展示に伴う複製（著作権法４７条）として適法か（本件フリー2

ペーパー及び本件パンフレットへの掲載に関して ）について）

〔被告の主張〕

ア オークションでは，一般に，参加希望者を対象に出品作を展示する下見

会を行っており，本件オークションにおいても，平成２０年１０月２０日

から２２日まで日本において，また，同年１１月２１日から２４日まで香

港において，それぞれ下見会が行われた。

オークションの下見会やオークション当日に作品が参加者に展示される

ことは，出品者たる所有者による展示（著作権法４５条１項）であり，著
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作権者の展示権（同法２５条）の制限される場合に当たる。そして，オー

クションカタログへの掲載は，観覧者のための著作物の「紹介をすること

を目的とする小冊子」への掲載に当たり（同法４７条 ，著作権者の複製）

権（同法２１条）の制限される場合として許される。

イ 本件フリーペーパーについて

オークション参加者が個々の作品に入札するかどうか，また，入札価格

をいくらとするかを決するに当たっては，具体的なデザインや色調など表

現そのものを見ることは不可欠である。本件フリーペーパーの綴じ込みカ

， ，タログは その必要に応じるための最低限の大きさまで縮小された形態で

作家名，タイトル，制作年，画材，装丁，大きさ，サイン等の状態，落札

予定価格等，オークションのために必要な情報を文字により明らかにした

上で，それら作品情報の一環として絵柄が分かるように，必要最小限度の

形態で原告らの作品の画像を掲載したものである。本件フリーペーパーの

綴じ込みカタログ全体を見ても，専らオークションのために作られた冊子

であることは明らかであり，カタログ自体の流通を想定したものでもなけ

， 。れば カタログ自体が鑑賞の対象となり得ることをねらったものではない

したがって，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログへの原告らの作品

の画像掲載は，展示に伴う複製として許されるものである。

ウ 本件パンフレットについて

本件パンフレットへのＡ作品１の画像掲載についても，本件フリーペー

パーの綴じ込みカタログへの掲載と同様に，展示に伴う複製として許され

るものである。

〔原告らの主張〕

ア 著作権法４７条の「小冊子」は，あくまで観覧者用のものに限られ，一

般に配布されるものはこれに該当しない。

イ 本件フリーペーパーについて
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本件フリーペーパーは，美術館，画廊，コンサートホール，劇場等の場

所に備え置くことにより美術や音楽に興味のある人々に向けて無料で配布

されるものであり，本件オークションとは無関係な場所に多数置かれ，本

件フリーペーパーの綴じ込みカタログに掲載された美術作品を鑑賞する機

会も意思もない不特定多数の者が自由に持ち帰ることができるものである

から，上記「小冊子」には該当しない。

ウ 本件パンフレットについて

本件パンフレットは，作品の観覧とはまったく無関係に約９０００人で

構成される「エスト・ウエストメンバーズクラブ」の会員向けに定期的に

発行される広告媒体の一つであるから，Ａ作品１の観覧者用のものではな

いことは明らかであり，上記「小冊子」には該当しない。

( ) 争点３（時事の事件の報道のための利用（著作権法４１条）として適法3

か（本件パンフレットへの掲載に関して ）について）

〔被告の主張〕

本件オークションは，国内オークション会社としては史上初めて香港で開

催するオークションであるという歴史的意味を有し，美術愛好家にとっては

重大なトピックであって 「時事の事件」というに足り，それを伝える本件，

パンフレットは，時事の事件の報道に当たる。

本件パンフレットに掲載されたＡ作品１は，史上初の香港開催オークショ

ンに出品されるものであって 「当該事件を構成するもの」であり，それが，

縦４．５センチメートル，横５．７センチメートルの大きさで複製されてい

ることは 「報道の目的上正当な範囲内」である。，

したがって，本件パンフレットへのＡ作品１の画像掲載は，時事の事件の

報道のための利用（著作権法４１条）として許されるものである。

〔原告らの主張〕

「時事の事件を報道する場合 （著作権法４１条）とは，客観的に判断し」
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て時事の事件と認められるような報道でなければならない。著作物の利用が

眼目であるにもかかわらず，意図的に時事の事件と称して利用することは許

されない。

本件パンフレットは，宣伝文句とともにオークションの日程が目立つよう

に記載され，Ａ作品１についても，より注目度を高めるために使用されてい

ることが明らかであること，被告のウェブサイト上の本件オークションの宣

伝部分からリンクされていること，被告の会員向けに年４，５回発行される

会員誌であることからすれば，宣伝広告媒体であることは明らかであり，時

事の事件を報道するものには当たらない。

( ) 争点４（権利濫用の抗弁）について4

〔被告の主張〕

ア 本件フリーペーパーの綴じ込みカタログへの掲載，本件パンフレットへ

の掲載及びその一部画像の公衆送信，本件冊子カタログへの掲載に関する

原告らの著作権行使は，いずれも権利濫用に当たり許されない。

原告らは，外形的には著作権の行使をしているが，その内容は，永年に

わたって誰も異論を挟まず国際慣習として確立したオークションカタログ

への無許諾の画像掲載について著作権侵害であると主張して，結局は作品

の二次流通のコントロールをもくろむものであって，まさに権利濫用であ

る。

イ 美術品オークションは，古くから確立された美術品の流通方法である。

美術品の経済価値を競売という競争原理が働く仕組みを通じて確定するも

のであって，美術品の所有者にとっては，所有物を公正な価格で売ること

ができる正当な財産権の行使の場である。

英国のサザビーズは，１７４４年にサミュエル・ベイカーがジョン・ス

タンリー卿の図書館所蔵の本を売却する際に，ロンドンにおいて設立され

た。また，同じく英国のクリスティーズは，１７６６年に美術商ジェーム
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， 。 ， ，ズ・クリスティーにより ロンドンにおいて設立された その後 ２社は

ロンドンがフランス革命後の国際的な美術品貿易の新しい中心地となった

ことに乗じて成長した。このように，世界の二大オークションハウスは，

いずれも１８世紀に設立され，現在に至るまでオークション事業を営々と

営んでいるのである。

オークションでは，その場に集まった人々が競って値を付け，最高値を

付けた者が買受人となる。オークションに参加する美術品愛好家は，オー

クション開催に先立ちいかなる作品が出品されるのかが分からなければ，

足を運んで参加すべきか否か，また，いかなる値付けをすべきかを検討す

ることができず，結果として，公正な価格が形成されないことになる。こ

のため，オークションの歴史の早い時点から，オークションカタログが作

成された。オークションカタログは，１７世紀に初めて制作され，その後

１８世紀には市場が確立し，オークションが行われる都度，制作されるも

のとなったのである。

現在でも，クリスティーズ，サザビーズをはじめとする各種オークショ

ン会社では，オークションに先立って，参加者向けに立派なカタログを作

成することが通例である。

そこには，出品作品の１つ１つについて，ロット番号，作家名，タイト

ル，制作年，画材，装丁，作品の大きさ等の作品情報のほか，作品の客観

的状態やサイン等の有無，それにオークション会社による落札予想価格等

を記載して，参加希望者に情報提供をするとともに，出品作品が魅力的に

見えるように，十分な大きさで作品を配置することが一般である。印刷と

製本に関しても，厚手の上質な紙を用い，フルカラーで発色の良い上質な

印刷を施して，分厚い立派なカタログとすることが一般的であり，オーク

ションによっては２分冊になることもある。

このように，オークションごとに出品作品のカタログが作成されること
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は現在の確立した国際慣行であり，ロンドンやニューヨーク，北京，香港

等，世界の様々な場所で開催されるオークションでは，必ずこのようなカ

タログが配布される。参加希望者は，電話，ファックス，インターネット

等を通じて，オークション会社に対してカタログの配布を申し込み，それ

を手にじっくり検討して，オークションに参加するか否かを決定するので

ある。

特に，現在は，グローバル化が進んでおり，欲しい作品を手に入れるた

めには，外国で行われるオークションまで出向く人も少なくなく，そのよ

うな人にとっては，時間と費用をかけてオークションに参加すべきかどう

かを決定するのに，カタログの存在は不可欠である。また，多くのオーク

ションでは，一定の要件を満たせば，参加者自らオークション会場に出向

かなくとも電話やインターネットで参加することができるものの，この場

合でも，現物を見ないで購入することのリスクを減少させるために，作品

の状態が十分に表現されている高品質のカタログの存在が不可欠である。

このように，高品質のオークションカタログが作成されることは，既に

確立した国際慣行であり，その際，著作権者の許諾を求めることはされて

いない。

ウ 原告らは，特定のオークション会社に対しては権利行使をしていない。

このことは，原告らがそれらのオークション会社を通じて自己の作品が流

通することは了解しているのに対し，被告を通じて流通することは不満で

あることの表れであって，原告らの意図は，作品の二次市場をコントロー

ルすることにあるとも見ることができる。

絵画等の美術品は，作家が画廊等を通じて顧客に販売した後は，買主の

所有となり，買主は，これを自由に処分することができる。このような作

品の二次譲渡は，所有者の財産権行使の場面であり，所有者は自由にこれ

を行うことが保障されなければならないとともに，著作権者の譲渡権は，
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もはや消尽したものであるから（著作権法２６条の２第２項１号 ，著作）

権者がこれに介入する余地はない。著作権法は，著作権者の著作権と作品

所有者の財産権という２つの権利の間のバランスについて，一次譲渡にの

み著作権者の権利が及ぶとすることで調整している。そうであるにもかか

， ， ，わらず 著作権を盾にして 所有者の財産権の正当な行使を妨げることは

権利濫用として許されない。

エ 改正著作権法（平成２２年１月１日施行）が，４７条の２を新設したこ

とは，いわゆるネットオークションにおける画像の掲載を巡るトラブルが

あることを契機に，国際慣習として確立したオークションカタログ等への

無許諾の画像の掲載について，これが適法であることを明確に追認したも

のである。

現在，上記改正法は未施行であるものの，上記のような立法事実からす

れば，施行前であっても，施行後にはその適用がされるべき事案において

は，施行後との平仄の取れた結論とすべきである。なぜなら，改正によっ

て全く新しい法秩序がもたらされたと見るべきではなく，そもそもそれま

でも慣習法において認められてきたことを，法が確認したにすぎないから

である。

オ 本件フリーペーパーの綴じ込みカタログに掲載された本件著作物の画像

は，かなり小さいものであり，これを等倍で複製してもそれ自体が鑑賞の

対象となることはあり得ず，また，これを拡大複写しても，鑑賞の対象と

なるような大きさにすると粒子が粗くなることから，到底鑑賞のための複

製をすることができない。したがって，本件フリーペーパーの綴じ込みカ

タログに本件著作物を小さく掲載したことは，複製を防止し，又は抑止す

るための措置といえる。

本件パンフレットは，被告会員にのみ配布される機関紙であり，その対

， 。 ，象は 美術品オークションに興味のある被告会員に限定されている また
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用紙の制約もあり，掲載画像の大きさもかなり小さく，その画像につき鑑

賞の用に堪えるような複製をすることはできない。したがって，画像を小

さく掲載したことは，複製を防止し，又は抑止するための措置というべき

である。

本件パンフレットが被告のウェブサイトに掲載されたことについても，

その掲載の大きさや画像の質，掲載期間からして，十分に著作者の利益を

不当に害しないための措置がされたといえる。

本件カタログに掲載された画像は，本件フリーペーパーの綴じ込みカタ

ログや本件パンフレットのものに比べると大きいものの，原寸をかなり縮

小したものである。したがって，これを等倍で複製しても画質が落ちるだ

けでそれ自体が鑑賞の対象となることはあり得ず，また，これを拡大複写

， 。した場合には 鑑賞に堪える画質を維持することができるとは思われない

したがって，このような大きさで掲載したことは，複製を防止し，又は抑

止するための措置といえる。

なお，画像の解像度を下げる，色彩をモノクロにするなどの加工を行え

ば，同一性保持権の問題が生じ，結果として著作者の利益を不当に害する

ことになるであろう。

〔原告らの主張〕

被告は，原告らが特定のオークション会社に対しては権利行使をしていな

いのに被告のみに対して権利行使をしている旨主張する。しかしながら，原

告らの著作権等を管理する有限会社カイカイキキは，所属アーティストの作

品の画像の掲載に関して，各オークションハウスやギャラリー等と契約を締

， ， 。結し 相当額の対価を得ているのであって 被告の主張は前提を誤っている

そして，被告は，有限会社カイカイキキ所属のアーティストの著作権侵害

行為を度々繰り返しており，原告らが被告に対して本件著作物の複製等の許

諾をしないことには理由がある。
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また，被告は，カタログに作品画像を掲載することができないとすると財

産権の行使を妨げることになる旨主張する。しかしながら，本件著作物は，

非常に高価であり，かつ，市場に出ることがまれな希少価値の高い作品であ

るから，アーティスト名と作品タイトルさえ知ることができれば，購入意欲

を持つ顧客の関心を惹くには十分であり，オークションの下見会に出掛けて

実物の作品を慎重に吟味した上で入札するかどうかを判断することができる

ものである。したがって，本件著作物の画像をカタログに掲載することがで

きないとしても，オークションは十分に成立する。

( ) 争点５（損害）について5

〔原告らの主張〕

ア 本件フリーペーパーに関する損害

本件フリーペーパーは，約６万部が発行され（甲３３，３４ ，さらに）

被告の会員９０００人に配布されたと考えられる。したがって，本件フリ

ーペーパーの印刷部数は，６万９０００部を下らない。

そして，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ部分のみが冊子として

販売された場合の販売価格は，２５０円が相当である。

本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ部分の総ページ数は１６ページ

であり，本件著作物が掲載されたページ数は，原告Ａが２ページ，原告Ｂ

が１ページ，原告Ｃが２ページ，原告Ｄが１ページである。

仮に，本件フリーペーパーに原告らの作品の画像掲載を許諾するとした

場合の使用料率は，被告の高い悪質性及びオークション売上に対するカタ

ログ等の掲載画像の重要性に照らし，少なくとも３３．３３パーセントと

すべきである。

以上から，本件著作物の画像が本件フリーペーパーに掲載されたことに

よる原告らの損害を （印刷部数）×（小売価格）×（著作権掲載ページ，

数÷総ページ数）×（使用料率）の計算式に基づいて算定すると，原告Ａ
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につき７１万８６７８円（内金６０万円を請求 ，原告Ｂにつき３５万９）

３３９円（内金３１万円を請求 ，原告Ｃにつき７１万８６７８円（内金）

）， （ ）５６万円を請求 原告Ｄにつき３５万９３３９円 内金３１万円を請求

となる。

イ 本件パンフレットに関する損害

(ア) 紙媒体による複製権侵害行為について

被告は，本件パンフレットを被告会員９０００人に配布したのである

から，印刷部数は９０００部を下らない。

本件パンフレットの小売価格を算定するに当たっては，本件冊子カタ

ログの価格が参考になる。本件冊子カタログは，２冊構成で作品掲載ペ

ージ数が合計４２２ページであり，２冊３０００円で販売されたのであ

るから，１ページ当たりの販売価格は７．１０円である。ところで，本

件パンフレットの１ページ目にＡ作品が掲載され，それを手にした者は

必ずそれを目にすることになる。その効果にかんがみると，本件パンフ

レットの１ページ目に掲載された作品画像の訴求力は，総ページ数４２

２ページである本件冊子カタログの中に掲載された作品画像の訴求力よ

りはるかに高く，その作品画像の経済的利用価値は１０倍と見るべきで

ある。そうすると，本件パンフレットを販売した場合の価格は，本件冊

子カタログの１ページ当たりの販売価格７．１０円を１０倍した７１．

０円が相当である。

仮に，本件パンフレットにＡ作品１の画像の掲載を許諾するとした場

合，使用料率は３３．３３パーセントを下らない。

したがって，Ａ作品１の画像が本件冊子カタログに掲載されたことに

よる原告Ａの損害を （印刷部数）×（小売価格）×（著作物掲載ペー，

ジ÷総ページ数）×（使用料率）の計算式に基づいて算定すると，２１

万２９７８円となる。
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(イ) ウェブサイトへの掲載による公衆送信権侵害行為について

使用料相当額の算定に当たっては 被告が本件オークションによって,

得た利益及び本件パンフレットにおけるＡ作品１の占める重要性を考慮

すべきである。

被告は，本件オークションで総額２２３０万１０００香港ドル（日本

円換算で約２億７０００万円）の売上を計上した（甲３５ 。被告は，）

落札作品ごとに落札手数料として，落札額が１００万円までは落札額の

１５パーセント相当額，落札額が１００万円を超えた場合は，１００万

円までの１５パーセントに１００万円を超えた部分の１０パーセントを

加えた額を出品者から受け取っている（甲２４ 。このように落札手数）

料率は１０パーセントから１５パーセントの間であるから，被告は，本

件オークションで少なくとも２７００万円の手数料収入を得たことにな

る。

本件パンフレットの１ページ目に掲載されたのは３作品のみであり，

そのうち最も目立つ重要な位置である中央にＡ作品１の画像が掲載され

ていることからすれば，Ａ作品１は本件オークション全体における目玉

商品であり，宣伝効果が非常に大きいことが明らかである。このことを

考慮すると，仮に原告Ａが本件パンフレットにおける作品利用を許諾す

るとすれば合意したであろう使用料率は，被告が得た手数料収入の額の

少なくとも０．２パーセントとすべきである。

したがって，本件パンフレットを公衆に対してインターネット配信し

た場合のＡ作品１の使用料相当額は，２７００万円の０．２パーセント

である５万４０００円が相当である。

(ウ) 以上によれば，本件パンフレットについてのＡ作品１の使用料相当

額は，２１万２９７８円に５万４０００円を加えた２６万６９７８円で

あり，原告Ａは，その一部である４万円を請求する。
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ウ 本件冊子カタログに関する損害

本件冊子カタログの印刷部数は，少なくとも被告会員数９０００人分を

下らない。そして，被告は，本件冊子カタログを３０００円で販売した。

本件冊子カタログの総ページ数は４２２ページであり，そのうち本件著

作物が掲載されたページ数は，原告Ａが３ページ，原告Ｂが２ページ，原

告Ｃが２ページ，原告Ｄが２ページである。

， ，仮に 本件パンフレットに本件著作物の画像掲載を許諾するとした場合

使用料率は３３．３３パーセントを下らない。

以上によれば，本件著作物の画像が本件冊子カタログに掲載されたこと

による原告らの損害を （印刷部数）×（小売価格）×（著作物掲載ペー，

ジ数÷総ページ数）×（使用料率）の計算式に基づいて算定すると，原告

Ａにつき６万３９７４円（内金６万円を請求 ，原告Ｂにつき４万２６４）

９円（内金４万円を請求 ，原告Ｃにつき４万２６４９円（内金４万円を）

請求 ，原告Ｄにつき４万２６４９円（内金４万円を請求）となる。）

〔被告の主張〕

争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 前記争いのない事実等に後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事

実が認められる。

， ． ， ．ア 本件著作物の原寸は Ａ作品１が縦１７３ ０センチメートル 横２５０

０センチメートルであり，Ａ作品２が高さ１９．０センチメートル（台座を

除く ）であり，Ｂ作品が縦３４．５センチメートル，横４０．５センチメ。

ートルであり，Ｃ作品１が縦１１６．４センチメートル，横９０．０センチ

メートルであり，Ｃ作品２が縦２６．８センチメートル，横３８．１センチ

メートルであり，Ｄ作品が９０．９センチメートル，横７２．７センチメー

トルである（甲１，３，４ 。）
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イ 被告は，平成２０年１１月２５日，中華人民共和国の香港において「ＡＳ

ＩＡＮ Ｐｏｓｔ－Ｗａｒ ＆ Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ａｒｔ」の名

， （ ）。 ，称で 現代美術作品のオークションを開催した 本件オークション また

それに先立ち，同年１０月２０日から同月２２日に東京において，また，同

年１１月２１日から２４日に香港において，本件オークションの下見会が開

催され，同会には本件オークションの出品作品が展示された（乙２の３ 。）

ウ 本件フリーペーパー（甲１）

株式会社クラム・リサーチは 「ａｒｔ＿ｉｃｌｅ」と題する無料の月刊，

情報誌を，毎月１回，各６万部発行し，美術館，画廊，コンサートホール，

劇場等の場所に備え置き，無料で配布していた（甲３３，３４ 。）

同社は，平成２０年１０月２５日，無料雑誌「ａｒｔ＿ｉｃｌｅ ２００

８年１１月号（Ｖｏｌ．１３ （本件フリーペーパー）を発行した。この）」

本件フリーペーパーには，被告からの依頼に基づき，平成２０年１１月２４

日に開催される宝飾品等のオークション，同月２５日に開催されるチャリテ

ィーオークション及び本件オークションに出品される作品の画像を掲載した

カタログが綴じ込まれた。

この綴じ込みカタログは，ほぼＡ４サイズで，本件オークションに関する

部分は８ページであり，本件オークションに出品される２３３点すべての作

品の画像が掲載されたものであり，無料雑誌の一部として印刷や装丁は簡易

なものであった。同カタログにおける作品１点当たりのスペースは，ほとん

どが縦約３センチメートル，横約４センチメートルであり，そのスペースの

左半分に収まる大きさで各作品の画像が掲載されるとともに，その右半分に

は，それぞれの出品作品のロット番号，作者名及びその出生年，作品名，作

， 。 ，品の原寸 予想落札価格等が箇条書きで掲載された 本件著作物については

いずれも，縦が１．５センチメートルから２．７センチメートル，横が２セ

ンチメートル程の大きさの画像が掲載された。
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エ 本件パンフレット（甲２，乙２の３）

被告は 「ＥＳＴ－ＯＵＥＳＴ ＮＥＷＳ」と題する被告の活動を会員に，

知らせる機関紙を年数回発行しており，平成２０年１０月ころ，６ページか

ら成る「ＥＳＴ－ＯＵＥＳＴ ＮＥＷＳ １０月発行号 （本件パンフレッ」

ト）を発行し，９０００人の被告会員に配布した。

本件パンフレットは，縦２６センチメートル，横２０センチメートルで，

６ページから成り，少し厚みのある光沢紙１枚（２６センチメートル×４０

センチメートル）を中央で折り曲げ，もう一枚（２６センチメートル×２０

センチメートル）を挟んで作成された。

その１ページ目の上部には 「ＥＳＴ－ＯＵＥＳＴ ＡＵＣＴＩＯＮＳ，

ｉｎ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ 「国内オークション史上初，香港オークショ」，

ン開催」との大きな見出しが付けられ，その下に，平成２０年１１月２４日

に開催される宝飾品等のオークション，同月２５日に開催されるチャリティ

ーオークション及び本件オークションについて，その開催日程，開催場所を

伝えるとともに 「国内オークション史上初の海外開催となるエスト・ウエ，

スト香港オークション。これまでにない強力なラインナップが各分野より登

場します。ポスト・ウォー＆コンテンポラリーは日本アートシーンの最前線

で活躍する巨匠たちをはじめ若手作家までを紹介していきます。西洋美術は

ガレの『フランスの薔薇』やヴラマンク，ビュッフェなど傑作が数多く取り

揃えられました。貴重なダイヤモンドが多数登場するジュエリーも，世界三

大マーケットのひとつ香港での結果が非常に待ち遠しいジャンルのひとつで

す。エスト・ウエストオークションズの各分野が総力を結集してお届けする

香港オークションをどうぞお見逃しなく 」との記載がされた。１ページの。

下部には「エスト・ウエストオークションズ ｉｎ 香港／プレカタログ」

として，本件オークションの出品作品のうち３つの絵画の画像が作者名，制

作年，作品名，画材及び原寸の箇条書きとともに掲載され，そのうち中央の
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。 ， ，ものがＡ作品１であった Ａ作品の画像の大きさは 縦が４センチメートル

横が５．７センチメートル程で，印刷は鮮明であった。

本件パンフレットの２ページ以降にも，本件オークション及びそれとほぼ

同時に開催されるオークションの出品作品の画像が複数掲載された。

オ 本件パンフレットは，被告により，少なくとも平成２０年１０月２０日か

ら同月３０日までの間，被告のウェブサイト上でダウンロードをすることが

可能な状態とされた。本件パンフレットの１ページの電子データは，ページ

サイズが２１０×２９７ｍｍであり，ファイルサイズが８．０４ＭＢであっ

てそこに掲載されていたＡ作品１の画像は鮮明であり，パソコン上で４００

パーセントの拡大表示をしても相当程度鮮明なものとなるものであった（甲

６，７，乙８ 。）

カ 本件冊子カタログ

被告は，平成２０年，本件オークションに先立ち，出品作品の画像を掲載

した２分冊の冊子を発行し（本件冊子カタログ ，３０００円で一般に販売）

した。被告は，本件冊子カタログを購入することにより落札権利者１名と同

伴者１名が入場できるものとし，本件冊子カタログの購入を本件オークショ

ンに参加するための条件とした。

本件冊子カタログは，縦３０センチメートル，横２２．５センチメートル

の大きさ（ほぼＡ４サイズ）で，紙質は光沢のある厚手の紙であり，表紙及

び裏表紙は本件オークションの出品作品の画像を使用した立派な装丁がされ

た。

第１分冊は，ロット番号１から１４４までの作品の画像を１０ページ目か

ら１８５ページ目までの１７６ページにわたって掲載し，第２分冊は，ロッ

ト番号２０１から２８９までの作品の画像を１０ページ目から１６３ページ

目までの１５４ページにわたって掲載し，合計２３３作品が掲載された。画

像の掲載とともに，その作品のロット番号，作者名及び出生年，作品名，画
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材又は材質，原寸，サインの有無，予想落札価格等の情報が箇条書きで掲載

された。作品の画像の多くは，Ａ４サイズに収まる程度に縮小されて掲載さ

れた（以下，この部分を「作品紹介部分」という 。。）

また，第１分冊の巻末の１８７ページ目から２１２ページ目に相当するペ

ージ及び第２分冊の巻末の１６５ページ目から１８３ページ目には，出品作

品の作者紹介がされ，出生年，出生場所，学歴，活動歴及び受賞歴等が記載

されるとともに 出品作品の画像が小さく掲載された 以下 この部分を 作， （ ， 「

者紹介部分」という 。。）

出品者は，カタログ掲載料として，３０００円から３万円を被告に支払う

ものとされていた。

(ア) 作品紹介部分の本件著作物の掲載

Ａ作品１，Ｂ作品，Ｃ作品１及びＣ作品２については，それぞれ見開き

２ページを使用し，左ページにロット番号，作者名，作品名等の資料的事

項が記載され，右ページに，縦が約１３センチメートルから２４センチメ

ートル，横が１８．５センチメートルの大きさで，それらの作品の画像が

掲載された。

Ａ作品２及びＤ作品については，それぞれ１ページを使用し，上３分の

２程度のスペースに，Ａ作品１については縦約１４．５センチメートル，

横約７．５センチメートルの大きさで，Ｄ作品については縦約１６．５セ

ンチメートル，横約１３センチメートルの大きさでそれらの画像が掲載さ

れ，その下にそれぞれロット番号，作者名，作品名等の資料的事項が記載

された。

(イ) 作者紹介部分の本件著作物の掲載

作者紹介部分には，原告Ａ，原告Ｂ及び原告Ｄの紹介があり，それぞれ

にＡ作品２，Ｂ作品及びＤ作品の画像が，縦が約３センチメートルから約

４センチメートル，横が約２センチメートルから３．５センチメートルの
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大きさで掲載された。

２ 準拠法について

( ) 本件における原告らの請求は，我が国に在住する原告らが著作権を有す1

る著作物の画像を被告が複製又は送信可能化したことを理由とする損害賠償

請求であるから，このような損害賠償請求権の成立及び効力に関して適用す

べき法は，我が国の法と認められる（法の適用に関する通則法１７条 。）

( ) 被告は，次のとおり主張し，香港法が適用される旨主張する。2

本件オークションは，香港で開催されるものであるから，主催会社である

被告が日本の会社であるという理由では，カタログを通常の国際慣行とは異

なるものにすることはできなかった。

オークション開催地の法律によれば適法であるのに，日本国内での複製や

配布が認められないことは，日本のオークション会社が世界ではハンディを

負わねばならないことを意味するのであり，そのような解釈は，我が国文化

の発展にとっても不利益となり，不当であることは明らかであり，本件オー

クションにまつわる一連の行為については，その中心的行為がされる地であ

る香港の法を準拠法とするべきである。

( ) しかしながら，複製権の侵害が問題とされている本件フリーペーパー，3

本件パンフレット及び本件冊子カタログは我が国国内で配布されたことが認

められ，かつ，いずれの当事者も我が国国内に住所及び本店を有することか

らすれば，香港が我が国と比べて明らかに密接な関係がある地であると認め

ることはできないから，被告の主張する事情は，上記( )の判断を左右する1

ものではない。

３ 争点１（引用（著作権法３２条１項）として適法か）について

被告は，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ，本件パンフレット及び本

件冊子カタログに本件著作物の画像を掲載したことは，いずれも著作権法３２

条１項の「引用」として適法な行為であると主張する。
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著作権法３２条１項は 「公表された著作物は，引用して利用することがで，

きる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致するものであり，か

つ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでな

ければならない 」と定める。ここにいう引用とは，報道，批評，研究その他。

の目的で，自己の著作物の中に他人の著作物の全部又は一部を採録することを

いうと解され，この引用に当たるというためには，引用を含む著作物の表現形

式上，引用して利用する側の著作物と，引用されて利用される側の著作物とを

明瞭に区別して認識することができ，かつ，両著作物の間に前者が主，後者が

従の関係があると認められる場合でなければならないというべきである（最高

裁判所第三小法廷昭和５５年３月２８日判決参照 。）

前記認定事実のとおり，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ，本件パン

フレット及び本件冊子カタログの作品紹介部分は，作者名，作品名，画材及び

原寸等の箇条書きがされた文字記載とともに，本件著作物を含む本件オークシ

ョン出品作品を複製した画像が掲載されたものであったことが認められるもの

の，この文字記載部分は，資料的事項を箇条書きしたものであるから，著作物

と評価できるものとはいえない。また，このような上記カタログ等の体裁から

すれば，これらのカタログ等が出品作品の絵柄がどのようなものであるかを画

像により見る者に伝えるためのものであり，作品の画像のほかに記載されてい

る文字記載部分は作品の資料的な事項にすぎず，その表現も単に事実のみを箇

条書きにしたものであることからすれば，これらカタログ等の主たる部分は作

品の画像であることは明らかである。本件冊子カタログの作者紹介部分につい

ても，文字記載部分は，単に作者の略歴を記載したものであるから，著作物と

はいえず，また，作品の画像が主たる部分であると認められる。

したがって，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ，本件パンフレット及

び本件冊子カタログのいずれについても，本件著作物の掲載が「引用」に該当

すると認めることができず，被告の主張は採用することができない。
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４ 争点２（展示に伴う複製（著作権法４７条）として適法か（本件フリーペー

パー及び本件パンフレットへの掲載に関して ）について）

被告は，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ及び本件パンフレットは，

本件オークション又はその下見会で本件著作物を展示するに当たって観覧者に

本件著作物を紹介するために作成されたものであって著作権法４７条の「小冊

子」に該当するので，これに本件著作物の画像を掲載したことは適法な行為で

あると主張する。

著作権法４７条は 「美術の著作物又は写真の著作物の原作品により，第２，

５条に規定する権利を害することなく，これらの著作物を公に展示する者は，

観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子

。」 。 「 」にこれらの著作物を掲載することができる と定める このように 小冊子

は「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする」

ものであるとされていることからすれば，観覧する者であるか否かにかかわら

，「 」 。ず多数人に配布するものは 小冊子 に当たらないと解するのが相当である

本件フリーペーパーの綴じ込みカタログについてみると，前記認定事実のと

おり，本件フリーペーパーは，６万部が発行され，美術館，画廊，コンサート

ホール，劇場等の場所に備え置かれ無料で配布されていたものであり，その綴

じ込みカタログは，本件オークション及びその下見会に参加し本件著作物を観

覧する者であるか否かにかかわらず，自由に受け取ることができたものである

ということができるから 「小冊子」に当たるものとはいえない。，

また，本件パンフレットについてみると，前記認定事実のとおり，本件オー

クションに参加するためには，本件冊子カタログを３０００円で購入して参加

申込みをする必要があり，被告会員であっても本件オークションへの参加資格

があるわけではないところ，本件パンフレットは，オークションに参加するか

どうかに関係なく９０００人の被告会員全員に配布されたことからすれば，本

件パンフレットについても，本件オークション及びその下見会に参加し本件著
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作物を観覧する者であるか否かにかかわらず配布されたものということができ

るから 「小冊子」に当たるものとはいえない。，

以上のとおりであるから，本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ及び本件

パンフレットは，いずれも著作権法４７条にいう「小冊子」に該当しないとい

うべきである。被告の主張は採用することができない。

５ 争点３ 時事の事件の報道のための利用 著作権法４１条 として適法か 本（ （ ） （

件パンフレットへの掲載に関して ）について）

被告は，本件パンフレットを配布したことについて，本件オークションが国

内オークション会社として史上初めて香港で開催するオークションであるとい

う「時事の事件」を伝えるための報道に当たり，著作権法４１条により適法と

される行為であると主張する。

しかしながら，前記認定事実のとおり，本件パンフレットには 「国内オー，

クション史上初，香港オークション開催」の見出しが付けられ 「国内オーク，

ション史上初の海外開催となるエスト・ウエスト香港オークション 」との記。

載があるものの，その他は，開催日時や開催場所に関するものや，本件オーク

ション等の宣伝というべき内容で占められており，被告が「時事の事件」であ

ると主張する初の海外開催という事実に関連する記述は見当たらない。

上記記載の内容に照らすと，本件パンフレットは，被告の開催する本件オー

クション等の宣伝広告を内容とするものであるというほかなく，時事の事件の

報道であるということはできない。被告の主張は採用することができない。

６ 争点４（権利濫用の抗弁）について

， 。被告は 原告による著作権の行使は権利濫用に当たり許されないと主張する

美術品を譲渡するに当たっては，その美術品がどのようなものであるかとい

う商品情報の提供が不可欠であるとして，そのための複製等が著作権者の許諾

を得ることなく認められるべきであるとの要請があることはある程度理解する

ことができないわけではない（平成２２年１月１日から施行される改正著作権
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法４７条の２では，美術品等の譲渡の申出のための複製等が一定の要件の下に

許されることとされている 。。）

しかしながら，著作権法は，複製権等が制限される場合を列挙して規定して

おり，その権利制限規定に該当しない以上，上記のような複製の必要性が認め

られるからといって，当然に著作権者の権利を制限すべきものとはいえない。

被告は原告らに無断で本件著作物の画像掲載を行ったものである（弁論の全趣

旨）ことからすると，本件において，原告らの著作権の行使を権利の濫用であ

るとするような事情も認められない。

また，被告は，オークションカタログへの無許諾の画像掲載は，確立した国

際慣習である旨主張するものの，そのような慣習が存在することを認めるに足

りる証拠はなく，また，仮にそのような慣習があったとしても，強行規定であ

る著作権法の規定に反するものであるから，被告が行った複製行為が適法とな

るものでもなく，また，その複製行為に対する権利行使が濫用となるものでも

ない。

以上のとおり，被告の権利濫用の抗弁は理由がない。

７ 争点５（損害）について

( ) 本件フリーペーパーへの掲載による損害1

前記認定事実のとおり，本件フリーペーパーの印刷部数は６万部であった

ことが認められ，同程度の部数が配布されたものと考えられる。原告は，更

に被告の会員９０００人分が配布されたと主張するものの，これを認めるに

足りる証拠はない。

， ， ，そして この配布された部数に 本件フリーペーパーへの掲載行為の性質

内容等の事情を考慮すると，著作権法１１４条３項所定の使用料相当額とし

ては一つの作品画像ごとに各５万円と認めるのが相当である。そうすると，

原告らの損害額は，原告Ａにつき１０万円，原告Ｂにつき５万円，原告Ｃに

つき１０万円，原告Ｄにつき５万円と認められる。
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( ) 本件パンフレットについて2

ア 本件パンフレットへの掲載による損害

前記認定事実のとおり，本件パンフレットは被告の会員９０００人に配

布されたことが認められる。

そして，この配布された部数に，本件パンフレットへのＡ作品１の画像

掲載行為の性質，内容等の事情を考慮すると，著作権法１１４条３項所定

の使用料相当額としては５万円と認めるのが相当である。

イ 本件パンフレットのウェブサイトへの掲載による損害

前記認定事実によれば，Ａ作品１の画像が被告ウェブサイトに掲載され

た期間は１１日間という短期間であったものの，高い画質による掲載で，

かつ，誰でもアクセスすることが可能であったことが認められる。また，

弁論の全趣旨によれば，複製を防止する措置がとられておらず，一度ダウ

ンロードされれば以後は無限に複製が可能となるものであったと認められ

る。

以上の事情を考慮すると，本件パンフレットをウェブサイトに掲載した

行為についての著作権法１１４条３項所定の使用料相当額は，原告Ａが主

張する５万４０００円と認めるのが相当である。

ウ 以上によれば，原告Ａが被った損害は，合計１０万４０００円であるこ

とが認められ，原告Ａが一部請求をしている４万円全額について理由があ

る。

( ) 本件冊子カタログへの掲載による損害3

本件冊子カタログの発行部数は明らかにされていないものの，少なくとも

被告会員数である９０００部を下らないと原告らが主張し，被告がこれを積

極的に争っていないことから，発行部数は９０００部であったと認める。そ

して，前記認定事実のとおり，本件冊子カタログは３０００円で販売された

ものであるから，売上は２７００万円であったと認められる。また，前記認
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定事実のとおり，本件冊子カタログには，本件著作物を含む２３３作品が掲

載されており，出品者はカタログ掲載料を被告に支払っている。

上記の本件冊子カタログの売上額，本件冊子カタログに占める本件著作物

の複製物が占める割合，当該掲載行為の性質，内容及び被告がカタログの売

上に加えて出品者からカタログ掲載料を得ていることなどの事情を総合する

と，著作権法１１４条３項所定の使用料相当額は，原告らの主張する損害額

である，原告Ａにつき６万３９７４円，原告Ｂにつき４万２６４９円，原告

Ｃにつき４万２６４９円，原告Ｄにつき４万２６４９円と認めるのが相当で

ある。

したがって，原告らが一部請求をしている，原告Ａにつき６万円，その余

の原告らにつき各４万円の全額について理由がある。

８ 結論

， ， ， ，よって 原告らの本訴請求は 原告Ａにつき２０万円 原告Ｂにつき９万円

原告Ｃにつき１４万円，原告Ｄにつき９万円及びこれらに対する不法行為の後

の日である平成２０年１１月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払い済みま

で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある

からこれを認容し，その余は理由がないから棄却することとして，主文のとお

り判決する。

東京地方裁判所民事第４７部

裁判長裁判官 阿 部 正 幸

裁判官 山 門 優
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裁判官 舟 橋 伸 行


